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Ⅰ．はじめに

日本では「特定技能」という新たな在留資格を設けた改正出入国管理法が２０１９
年４月から施行され，外国人労働者の受け入れ拡大が図られている。しかし，
特定技能による外国人労働者の受け入れは停滞する一方，従来から存在する技
能実習資格の外国人が増加し，違法残業や計画と異なる仕事をさせるなどの法
令違反が発覚した事業所は増加し続けている（朝日新聞，２０１９年１２月２１日社説）。
外国人技能実習制度は，技能実習を通じて開発途上国の人材を育成するという
国際貢献の目的があるにもかかわらず，劣悪な労働条件や人権侵害など深刻な
問題をもたらしている。
韓国でも１９９０年代から産業研修制という日本の外国人技能実習制度をモデル
にした制度が導入され，劣悪な労働条件や不法就労など日本と類似した社会問
題を抱えていた。そこで２００４年に導入されたのが雇用許可制である。「日本モ
デル」を導入することで始まった韓国の外国人労働者受け入れ政策は，雇用許
可制の導入によって「日本モデル」から脱却し，「韓国モデル」に転換してい
る（佐野 ２０１０；２０１７）。雇用許可制の導入によって非熟練労働分野への外国
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人雇用が合法化され，外国人労働者の法的地位が向上し，不法滞在者の減少に
つながった。そして雇用許可制が国際機関からも高い評価１を受けるなど実績
をあげている。だが現在でも低賃金長時間労働を行う外国人は多く，社会保険
による外国人労働者に対するセーフティネットも不十分であり，一部の産業で
は外国人の不法就労問題が改善されずにいる。
本稿では，雇用許可制を中心に韓国における外国人非熟練労働者政策につい
て一考察を行う。Ⅱ章では，韓国政府の統計を用いながら雇用許可制による外
国人労働者の規模と属性について分析する。Ⅲ章では，韓国における外国人非
熟練労働者政策の変遷について産業研修制と雇用許可制を中心に考察する。Ⅳ
章では，雇用許可制について外国人労働者の労働条件と定着状況を中心に評価
を行う。Ⅴ章では，現時点の雇用許可制の成果と問題点をまとめ，今後の改善
策について若干の提起を試みる。

Ⅱ．雇用許可制による外国人労働者の規模と属性

韓国は高度経済成長期であった１９７０年代から１９８０年代にかけては労働力送り
出し国の性格が強かったが，先進国入りした１９９０年代にグローバル化と相まっ
て労働力受入れ国に転じ，在留外国人数が増加し続けている。在留外国人数は
２００７年に１，０６６，２７３人となり（韓国法務部 ２００８），１００万人を超えた。在留外
国人数の増加傾向は２０１０年代にも続き，２０１６年には２００万人を超え，２０１８年時
点では２，３６７，６０７人となっている（図表１）。
雇用許可制には二国間のMOU（覚書）に基づく外国人労働者を対象とする
一般雇用許可制と韓国系外国人労働者を対象とする特例雇用許可制に分類され
る。現在，一般雇用許可制対象の労働者は非専門就業ビザ（E―９），特例雇用
許可制対象の労働者は訪問就業ビザ（H―２）が与えられる。図表１はこの二つ
のビザによる外国人労働者数と在留外国人数全体に占める割合についてまとめ
た統計である。非専門就業ビザを取得している外国人数は２０１０年（２２０，３１９人）
から概ね増加傾向にあり，２０１８年には２８０，３１２人になっている。他方，就業訪

１ 例えば，ILO（２０１０年）と世界銀行（２０１７年）は雇用許可制に対する高い評価を
発表しており，国連は２０１１年６月に「公共行政大賞」を授与している（佐野 ２０１７：
７８）。
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問ビザを取得している外国人数は２０１０年（２８６，５８６人）から増減を繰り返し，
２０１８年は２５０，３８１人になっている。在留外国人数に占める非専門就業ビザ労働
者の割合と訪問ビザ労働者の割合はいずれも２０１０年代に低下する傾向が見られ
ている。これは，雇用許可制により新たに就労が認められる労働者数に上限が
設けられており，政府は外国人未熟練労働者が急増しないようにコントロール
していることが主たる要因として考えられる。
図表２は非専門修業ビザを取得している外国人数を国家別・性別に分類した
統計である。男女計の上位１０ヶ国の全てがアジア諸国で占められており，特に
東南アジア諸国が多いことがわかる。性別でみると，男性（２５６，３５４人）が全
体（２８０，３１２人）の９１．５％を占めており，男性の割合が最も低いカンボジアで
も７７．３％である。次に，訪問就業ビザを取得している国家別・性別外国人数を
表しているのが図表３である。訪問就業ビザ取得外国人数（男女計）では韓国
系中国人（中国朝鮮族）が大多数を占めており，残りの上位４カ国は高麗人が
居住する旧ソ連圏の中央アジア諸国である。性別でみると，男性（１５０，１９３人）
が全体（２５０，３８１人）の６０．０％となっている。このように，非専門就業ビザと
訪問就業ビザでは国家別・性別で明確に異なる傾向が見られている。
図表４は，雇用許可制を活用して外国人労働者を雇用している事業場数と外
国人労働者数をまとめた統計である。事業場数については２０１２年下半期から

図表１ ２０１０年代の韓国における在留外国人数
（単位：人）

年
在留外国人数 非専門就業ビザ 訪問就業ビザ

人数 割合 人数 割合 人数 割合

２０１０
２０１１
２０１２
２０１３
２０１４
２０１５
２０１６
２０１７
２０１８

１，２６１，４１５
１，３９５，０７７
１，４４５，１０３
１，５７６，０３４
１，７９７，６１８
１，８９９，５１９
２，０４９，４４１
２，１８０，４９８
２，３６７，６０７

１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％

２２０，３１９
２３４，２９５
２３０，２３７
２４６，６９５
２７０，５６９
２７６，０４２
２７９，１８７
２７９，１２７
２８０，３１２

１７．５％
１６．８％
１５．９％
１５．７％
１５．１％
１４．５％
１３．６％
１２．８％
１１．８％

２８６，５８６
３０３，３６８
２３８，７６５
２４０，１７８
２８２，６７０
２８５，３４２
２５４，９５０
２３８，８８０
２５０，３８１

２２．７％
２１．７％
１６．５％
１５．２％
１５．７％
１５．０％
１２．４％
１１．０％
１０．６％

注：割合は在留外国人数全体のうち各ビザの外国人数が占める割合。
出所：韓国統計庁KOSISより筆者が計算して作成。
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２０１８年下半期にかけて６万台を維持しながら増減を繰り返している。一方，外
国人労働者数については，２０１２年下半期（１６２，８５８人）から２０１６年下半期
（２２１，９１４人）にかけて概ね増加傾向が見られるが，それ以降は横ばいとなっ
ている。外国人労働者数を事業場数で割った数値（図表４のB／A）は２０１２年下

図表２ 非専門就業ビザ取得外国人数（国家別・性別）
（２０１８年，単位：人）

男 子 女 子 男女計

人数 割合 人数 割合 人数 割合

カンボジア
ベトナム
ネパール
インドネシア
フィリピン
タイ
ミャンマー
スリランカ
ウズベキスタン
バングラディシュ
その他

２９，５３２
３４，２７６
３２，３５３
２８，０８０
２３，４３６
２１，４４７
２４，９３１
２２，８３０
１４，１３０
１０，５５６
１４，７８３

７７．３％
９０．６％
９３．９％
９６．４％
８９．８％
８５．０％
１００．０％
９９．０％
９８．４％
９９．６％
９０．３％

８，６６５
３，５５２
２，１１４
１，０５８
２，６６８
３，７９６

３
２３４
２３１
４７

１，５９０

２２．７％
９．４％
６．１％
３．６％
１０．２％
１５．０％
０．０％
１．０％
１．６％
０．４％
９．７％

３８，１９７
３７，８２８
３４，４６７
２９，１３８
２６，１０４
２５，２４３
２４，９３４
２３，０６４
１４，３６１
１０，６０３
１６，３７３

１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％

合 計 ２５６，３５４ ９１．５％ ２３，９５８ ８．５％ ２８０，３１２ １００．０％

注：表に列挙している国家は男女計での上位１０ヶ国。
出所：韓国統計庁KOSISより筆者が計算して作成。

図表３ 訪問就業ビザ取得外国人数（国家別・性別）
（２０１８年，単位：人）

男 子 女 子 男女計

人数 割合 人数 割合 人数 割合

韓国系中国人
ウズベキスタン
カザフスタン
キルギスタン
ウクライナ
その他

１３３，４５１
１０，７５９
３，９７０
９４６
９４７
１２０

６０．５％
５４．６％
５９．３％
６１．６％
５７．６％
５７．４％

８７，１５３
８，９３４
２，７２６
５９０
６９６
８９

３９．５％
４５．４％
４０．７％
３８．４％
４２．４％
４２．６％

２２０，６０４
１９，６９３
６，６９６
１，５３６
１，６４３
２０９

１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％
１００．０％

合 計 １５０，１９３ １００．０％ １００，１８８ １００．０％ ２５０，３８１ １００．０％

注：表に列挙している国家は男女計での上位５ヶ国。
出所：韓国統計庁KOSISより筆者が計算して作成。
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半期（２．５）から２０１８年下半期（３．３）にかけて上昇しているが，１事業場あた
りの外国人労働者数は少ないことがわかる。その背景としては，①雇用許可制
の対象は中小企業であること，②韓国人労働者を募集しても求職者がいない場
合に外国人労働者の採用が認められること，の二つが考えられる（Ⅲ―２―Bに
て後述）。
雇用許可制を通じて就業した外国人労働者の業種別内訳については非専門就
業ビザのみ公開されている。図表５は，非専門就業ビザを取得して２０１９年に企
業に導入された外国人労働者の業種別構成である。外国人労働者が最も多く導
入されている業種は製造業であり，全体の８割弱（７８．３％）である。雇用許可
制の対象は中小企業であることから，労働条件が悪く韓国人労働者が就業を回
避しようとする製造業の零細事業場に非専門就業外国人労働者の大半が導入さ
れていることになる。次に多い業種が農畜産業で１１．５％である。漁業は６．９％
に過ぎないが，２００７年に初めて導入（４２５人）されてから一貫して増加傾向に
ある２。農畜産業や漁業は「勤労基準法」（日本の「労働基準法」に相当）の労
働時間上限規定等の適用対象外である。これは，非専門就業ビザの外国人労働

２ 年度別の詳細は韓国統計庁KOSISを参照されたい。

図表４ 雇用許可制を活用している事業場数と外国人労働者数
（単位：個，人）

年（下半期） ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

事 業 場 数（Ａ）
外国人労働者数（Ｂ）

６４，１０９
１６２，８５８

６１，７３６
１７８，２００

６７，３８１
２０４，１６２

６８，６６５
２１２，３１９

６６，３４５
２２１，９１４

６９，０６９
２２１，５７８

６７，１３８
２２２，３７４

６６，５９３
２２３，０５８

B／A ２．５ ２．９ ３．０ ３．１ ３．３ ３．２ ３．３ ３．３

出所：韓国統計庁KOSISより筆者が計算して作成。

図表５ 非専門就業ビザによる外国人労働者の業種別導入者数
（２０１９年，単位：人）

製造業 建設業 農畜産業 サービス業 漁 業 合 計

４０，２０８
（７８．３％）

１，６５１
（３．２％）

５，８８７
（１１．５％）

９９
（０．２％）

３，５２０
（６．９％）

５１，３６５
（１００．０％）

注：括弧内の数値は全体に占める割合。
出所：韓国統計庁KOSISより筆者が計算して作成。
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者の２割弱が労働関係法の「死角地帯」といえる業種に投入されていることを
意味する。
他方，訪問就業ビザについては政府統計が公開されていないため，訪問就業
ビザで最も多い中国朝鮮族の業種別就労状況に関する調査を用いて説明する。
イジンヨンほか（２００８）が２００８年７月にソウルの出入国事務所を通じて中国朝
鮮族を対象に行った調査によると以下の通りである（図表６）。男性の場合，
最も割合が高いのが建設業（５４．４％）であり，その次に多いのが製造業（２３．７％）
である。つまり男性の大半は３D業界に就労していることを意味する。女性の
場合，飲食業の割合（４８．１％）が最も高く，家事補助（２０．７％），病院等看病
補助（９．０％）など韓国語でトウミ（도우미）とよばれる家事・医療サービス
に関わる補助も全体の約３割を占めている。したがって，中国朝鮮族の就業先
の業種は性別によって異なるものの，韓国人労働者が敬遠しがちで慢性的労働
力不足の状況にある業種に就労している割合は男女ともに高い。この傾向は現
在も続いており，これらの業種で就業する中国朝鮮族労働者の定着・高齢化も
見られる（インターネット朝鮮日報，２０１９年１０月１７日入力，１０月２１日修正記事）。

図表６ 中国朝鮮族の就労先の業種
（２００８年７月単位：人，％）

男 性 女 性 合 計

人数 割合 人数 割合 人数 割合

全 体 ５０２ １００．０ ４８９ １００．０ ９９１ １００．０

製造業
建設業
飲食業
宿泊業
塾・教育機関
家事補助
病院等看病補助
専門職（塾講師・医師等）
その他

１１９
２７３
３７
３
０
０
４
１
６５

２３．７
５４．４
７．４
０．６
０．０
０．０
０．８
０．２
１２．９

２２
６

２３５
２５
１２
１０１
４４
５
３９

４．５
１．２
４８．１
５．１
２．５
２０．７
９．０
１．０
８．０

１４１
２７９
２７２
２８
１２
１０１
４８
６

１０４

１４．２
２８．２
２７．４
２．８
１．２
１０．２
４．８
０．６
１０．５

出所：イジンヨンほか（２００８：３３）
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Ⅲ．外国人非熟練労働者受け入れ政策の変遷

Ⅲ―１．産業研修制
韓国は１９７０年代までは労働力の送り出し国としての性格が強かった。しかし，

１９８０年代に労働市場の需給状況に大きな変化が見られた。１９７５年頃に韓国の労
働市場は転換点（turning point）を経て制限的労働供給段階に入り（裴茂基
１９９２：１８），１９８０年代後半から労働力不足段階となったのである（朴昌明
１９９８：１４）。労働力不足が特に深刻であったのは中小製造業である。１９８７年の
民主化運動の高揚により労働運動が成長して賃金が急速に上昇し，オリンピッ
ク景気と相まって生産職労働者の不足状況が深刻化した３。人手不足と人件費
の問題を解消するために，中小製造業は外国人労働者を積極的に活用し始めた。
これに対して政府は，日本の外国人研修制度をモデルにし，単純労働者の受
け入れは原則的に禁止しつつも，「研修生」という資格を用いることによって
「サイドドアからの受け入れルート」を開設することにした（安周永 ２０１３：
１８１）。まず１９９１年１０月に「外国人産業技術研修証発給などに関する業務指針」
が制定され，同年１１月から産業技術研修制度が実施された。この制度は，海外
投資企業を対象とし，海外子会社で雇用した外国人を韓国国内で研修させ（最
長１２ヶ月），母国に帰国後再び海外子会社で雇用するものであった。しかし，
多くの製造中小企業は海外投資を行っていなかったため，この制度を活用する
ことができず，不法就労者は増加の一途を辿った。
そのため，政府は１９９２年６月から７月にかけて自己申告による不法就労者と
使用者の処罰を免除し，同年９月からは外国人研修生が必要な１０個の３D業種
に対して１万人の研修生が導入されることになり，不法就労者の同年１２月まで
の滞在延長を認めた（ユギルサンほか ２００２：１８―１９）。そして１９９３年１１月に「外
国人産業技術研修証発給などに関する業務指針」を改定して１９９４年１月に施行
された。この改定によって外国人研修生の適用範囲が２１個の製造業種に拡大さ
れ（ユギルサンほか ２００２：２０），中小製造業への産業研修生（原則１年，延
長１年可能）の導入が本格化したのである。

３ 従業員３０人以上１００人未満の事業体における生産職不足率（生産職労働者数に対
する不足労働者数の割合）は，１９８５年が３．５％であったのに対し，１９９０年には１１．３％
へと大幅に上昇した（金炯基 １９９７：１４０）。
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しかし産業研修制は，様々な社会問題を生み出した。産業研修生は，実質的
には労働者であっても，法的には「研修生」であった。そのため産業研修生は，
労働関係法の適用が受けられず，低賃金長時間労働を余儀なくされ，賃金未払
いや労働災害などの人権侵害も深刻であった。ユギルサンほか（２００２）の調査
によると，外国人労働者のうちの３６．８％が「賃金が滞納されている」と回答し
ており，賃金未払い期間は平均２．６ヶ月（製造業合法就業者２．３ヶ月，製造業不
法就業者２．５ヶ月，非製造業就業者２．８ヶ月）であった。また同調査によると，
外国人労働者の１６．７％が労働災害を経験し，うち４２．３％が治療費を本人が負担
したと回答している。
外国人労働者への医療支援，法律相談，未払賃金・労働災害など労働問題の
救済などを目的とする社会運動団体が１９９４年から１９９７年にかけて数多く設立さ
れた（春木 ２０１０：９６）。そして外国人労働者を支援する社会団体は，「これま
での産業研修制度を廃止し，非熟練外国人労働者を『研修生』ではなく『労働
者』として雇用することを認め，外国人労働者に対する保護を強化するよう政
府に強く求めた」（春木 ２０１０：９７）。ナショナルセンターである民主労総と韓
国労総は，外国人労働者を支援する団体のネットワークに参加するようになり，
市民団体との協力のもとで立法請願にも積極的に取り組んだ（安周永 ２０１３：
１９３―１９５）。しかし企業別労働組合は外国人労働者の組織化に消極的であった４。
企業別組合は大企業正規労働者を中心に組織されている半面，外国人労働者の
多くは中小企業で就労し，産業研修生や不法就労者の割合が高かったため，外
国人労働者の組織化は事実上困難であった（朴昌明 ２００４b：５６）。

Ⅲ―２．雇用許可制
Ⅲ―２―Ａ．雇用許可制の導入
労働・市民団体などによる外国人の権益向上運動が展開され，産業研修制の
廃止が強く要求されるなか，金大中政権は産業研修制の枠組みを維持しながら
新たな制度を導入することで外国人労働者をめぐる諸問題に対処した。まず，
一定期間の研修を受けた産業研修生に対してさらに一定の研修就業期間が与え

４ 尹辰浩（１９９６）が民主労総傘下の労働組合を対象に実施した調査によると，外国
人労働者に組合加入資格を与えている事業場は全く存在しなかった。
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られ，韓国の国内労働者と同等の労働条件で働ける「研修就業制」を２０００年４
月に導入した。この制度は，導入当初が「研修２年＋研修就業１年」であった
が，２００２年には「研修１年＋研修就業２年」に変更された（ユギルサンほか
２０１１：７）。そして２００２年１１月には，韓国国内に戸籍や親族が存在する中国の朝
鮮族や旧ソ連圏の高麗人を対象に，六つのサービス業（飲食業・ビジネスサ
ポートサービス・社会福祉サービス・清掃・看護・家政）で上限３年の就業を
許可する「就業管理制」が導入された（春木 ２０１０：９８）。
しかし，上記の制度では外国人労働者をめぐる人権問題は改善されず，不法
滞在者の問題も深刻化したため，雇用許可制の導入を要求する声が労働・社会
団体から強まった。そのようななか，人権弁護士出身であり雇用許可制の導入
を公約に掲げていた盧武鉉氏が大統領に当選し，２００３年に盧武鉉政権が発足し
てから雇用許可制を導入するための法律制定作業が加速化した。そして同年８
月に「外国人勤労者の雇用等に関する法律」（以下，外国人雇用法）が制定（２００４
年８月公布）された。外国人労働者に「労働者」としての法的地位を与え，外
国人労働者への差別を禁止する雇用許可制が導入されたのである。雇用許可制
の導入を受け，就業管理制は雇用許可制に統合され，産業研修制と研修就業制
は２００７年に廃止された（野村 ２０１９：１４４）。
雇用許可制の導入当初は，MOU（覚書）を締結５した外国人を対象とする一
般雇用許可制（非専門就業ビザが付与）のみが存在していた。研修就業制度の
雇用許可制への統合により韓国に戸籍・親族が存在する在外同胞には訪問同居
ビザ（F―１―４）が与えられたが，就業後に非専門就業ビザに変更しなければな
らないなどの煩雑さが批判されていた（ユギュサンほか ２０１１：８）。そのた
め，２００７年３月に韓国における戸籍・親族の存在有無に関係なく韓国系外国人
を対象にする訪問就労ビザ（H―２）が新設され（ユギュサンほか ２０１１：８），
特殊雇用許可制が導入された。現在雇用許可制には一般雇用許可制と特殊雇用
許可制の２種類が存在する。

５ ２０１９年時点で一般雇用許可制のMOUを締結している国は，フィリピン，モンゴ
ル，スリランカ，ベトナム，タイ，インドネシア，ウズベキスタン，パキスタン，
カンボジア，中国，バングラディシュ，ネパール，キルギス，ミャンマー，東ティ
モール，ラオスである。
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Ⅲ―２―Ｂ．雇用許可制の仕組み
雇用許可制には①補充性，②透明性，③市場需要の尊重，④短期循環，⑤差
別禁止からなる五つの基本原則６がある。第一に，「補充性の原則」は，外国人
労働者の採用が韓国人労働者の雇用を相殺するなどの副作用を発生させないよ
うにするため，韓国人労働者の求人を行っても採用できない事業場にのみ外国
人労働者の雇用を許容することである。第二に，「透明性の原則」とは，労働
力の送り出しに不正がないように公共部門が外国人労働者を直接管理すること
である。第三に，「市場需要尊重の原則」とは，労働市場の需要に合う外国人
労働力の選抜や導入を志向することである。第四に，「短期循環の原則」とは，
外国人労働者による国内への定住化を防止することである。第五に，「差別禁
止の原則」とは労働関係法令等で韓国人労働者と同等な待遇を与えることであ
る。雇用許可制はこの五つの原則をもとに制度設計が行われている。
２０２０年時点の雇用許可制の適用対象７は，①製造業の中小企業（労働者３００人
未満又は資本金８０億ウォン以下），②農畜産業，③漁業，④建設業，⑤サービ
ス業（建設廃棄物処理業など５業種と宿泊・飲食業など２６業種）である。一般
的雇用許可制，特殊的雇用許可制ともに上記の五つの産業を適用対象としてい
る。ただし適用業種については，一般雇用許可制が廃棄物処理業など５業種を
対象にしているのに対し，特殊雇用許可制が飲食・宿泊業など２６業種を対象に
している。適用対象となっている業種の多くは３D業種など韓国人労働者が就
業を躊躇う傾向のある分野である。
雇用許可制に基づく各業種への外国人労働者の導入計画は，外国人力政策委
員会８によって行われる。この委員会は各業種の属性や需要状況を考慮しなが
ら年度別クォータ制に基づいて外国人労働者を配分する数を決定する。２０２０年
度の計画（図表７）を例にあげると，一般雇用許可制（非専門就労ビザ）に基

６ 雇用許可制における五つの基本原則については，韓国雇用労働部が作成している
雇用許可制に関する事業主用案内書を参照した。
７ 雇用許可制の適用対象については，韓国雇用労働部EPSホームページの「許用業
種紹介」（https:／／www.eps.go.kr）を参照。
８ 外国人力政策委員会は，国務調整室長が委員長を担当し，企画財政部・外交部・
法務部・産業通商資源部・雇用労働部・中小ベンチャー企業部の次官及び大統領令
で定める関係中央機関の次官が委員となって構成される（外国人雇用法第５条１項）。
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づいて導入される外国人労働者数は４万４千人である。そしてαと表記されて
いる３千５百人については産業別に変動的に配分される部分である。一般雇用
許可制に基づいて投入される外国人労働者数は２０１０年代半ばから４万人台で推
移している９。一方，特殊雇用許可制（訪問就業ビザ）に基づいて投入される
韓国系外国人については，H―２ビザが新設された２００７年と２００８年は６万人で
あったが，２００９年に１万７千人に急減し，２０１０年以降は０人となっている１０。
これは，就労目的で韓国に来た多くの韓国系外国人が韓国国内に長期定着化し
ていることから，外国人力政策委員会が韓国系外国人労働者の増加を抑制しよ
うとしているためと思われる１１。さらに，雇用許可に基づく就労後に一時出国
し，再度雇用許可を受けて再入国を行う外国人労働者の２０２０年の導入計画は全
体で１２，０００人である。
雇用許可制に基づく採用手続は，以下の労働市場テストを通じて「補充性の
原則」が反映されている。事業主は，雇用許可制を利用して外国人労働者を採
用する前に，管轄の雇用センターで韓国人労働者の求人申請を行う義務があ

９ 一般雇用許可制に基づいて導入されている外国人労働者数の年度別推移について
は，韓国雇用労働部EPSホームページの「年度別導入クォータ案内」（https:／／www.
eps.go.kr）を参照されたい。

１０ 特殊雇用許可制に基づいて導入されている外国人労働者数の年度別推移について
は，韓国雇用労働部EPSホームページの「年度別導入クォータ案内」（https:／／www.
eps.go.kr）を参照されたい。

１１ ２０１２年，２０１３年に開催された外国人力政策委員会では，外国人労働力の導入計画
について韓国系外国人の規模を３０万３千人の規模で管理することを議決している。
韓国雇用労働部EPSホームページの「雇用許可制の意義と沿革変遷」（https:／／www.
eps.go.kr）を参照。

図表７ ２０２０年に導入が予定されている業種別労働者数
（単位：人）

合 計 製造業 建設業 サービス業 農畜産業 漁 業

非専門就労ビザ
４４，０００

｛４０，５００＋α（３，５００）｝
３０，１３０＋α ２，２８０＋α ９０＋α ５，３００＋α ２，７００＋α

再入国就業者 １２，０００ １０，５７０ ２０ １０ １，１００ ３，０００＋α

出所：韓国雇用労働部EPSホームページの「年度別導入クォータ案内」（https:／／www.eps.go.
kr）から抜粋して作成。
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る１２。製造業・建設業・サービス業は１４日，農畜産業・漁業は７日間の韓国人
労働者の求人を行う必要がある。この「求人努力期間」に韓国人労働者を採用
できなかった場合に外国人労働者の雇用許可申請が可能になる。雇用センター
は使用者に対して求職者名簿にある外国人労働者を推薦し，使用者が適格な外
国人労働者を選ぶことで，一般雇用許可制の場合は雇用許可書，特殊雇用許可
制の場合は特例雇用可能確認書の発給を雇用センターから受ける。そして使用
者と外国人労働者との間に雇用契約が締結される。雇用許可制に基づく雇用手
続きは，外国人労働者の求人から採用まで一切の手続きが政府・公共団体を通
じて行われることで，「透明性の原則」が保たれている。また，外国人労働者
の選定方法については雇用センターからの推薦と使用者による選択の方式が
「市場需要尊重の原則」を反映している。
雇用許可を受けた外国人労働者の就業期間の上限は３年である（外国人雇用
法第１８条）。これは外国人の定住化を妨げる「短期循環の原則」を反映するも
のである。ただし，外国人労働者が就業期間を満了して出国する前に使用者が
雇用労働部長官に再雇用の許可を要請すれば，１回に限り２年未満の範囲で就
労期間を延長することができる（同法第１８条の２）が，事実上延長期間の上限
は１年１０か月となっている。就業を終え出国した外国人労働者は出国日から６
ヶ月を過ぎないと再就業できない（同法第１８条の３）が，その特例措置として
同法第１８条の２による延長就業期間の満了により外国人労働者が出国する前に
使用者が再入国後の雇用許可をすれば，出国日から３ヵ月の経過で再就業が可
能である（同法第１８条の４）。
外国人労働者は雇用許可制を通じて「労働者」の法的資格が与えられ，労働
関係法に関する法的権利が韓国人労働者と同様に与えられている。「外国人雇
用法」第２２条では，「使用者は外国人勤労者という理由で不当に差別して処遇
してはならない」と明記することで「差別禁止の原則」が反映されている。ま
た，使用者が外国人労働者に寮を提供する際の労働者の健康と安全を守る義務
（同法第２２条の２），使用者が外国人労働者への賃金滞納を避けるために保証
保険に加入する義務（同法第２３条第１項），外国人労働者が傷害・生命保険に

１２ 雇用許可制による外国人労働者の採用手続については，韓国雇用労働部EPSホー
ムページ（https:／／www.eps.go.kr）と韓国雇用労働部が作成している雇用許可制に
関する事業主用案内書を参照した。
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加入する義務（同法第２３条第２項）を規定することで労働条件や生活環境の改
善が図られている。さらに雇用許可制では，原則的に就労先の変更を認めてい
ないものの，使用者による不当な処遇，企業の休廃業，使用者の正当な理由に
よる就業期間中の契約解除などがある場合は３年間で３回（延長期間の場合は
１年１０ヶ月で２回）まで就労先を変更することが可能である１３。

Ⅳ．雇用許可制に対する評価

雇用許可制を通じて外国人は「労働者」の法的地位を有するが，就業期間に
上限があるため外国人非熟練労働者は「非正規労働者」である。韓国では非正
規労働者の不安定雇用，低賃金長時間労働，不十分な福利厚生などが深刻であ
る。一方，外国人労働者の場合，ビザによる滞在期間を終えた時点で出国しな
ければならず，そうしなければ不法滞在となる点で韓国人労働者と異なる特殊
性が存在する。したがって，雇用許可制を評価するためには，①「非正規雇用」
に見られる雇用形態上の脆弱性と，②「外国人雇用」に関わる労働問題の特殊
性，の二つに着目しながら検討を行う必要がある。

Ⅳ―１．労働条件の格差
Ⅳ―１―Ａ．賃金水準
図表８と図表９は，非専門就業ビザと訪問就業ビザの月平均賃金水準別労働
者数と全体に占める割合を表したものである。２０１９年時点で非専門就業ビザも
訪問就業ビザも最も割合が高い賃金水準は「２００万ウォン１４以上３００万ウォン未
満」であり，いずれも過半数を占めている（非専門就業ビザ６２．２％，訪問就業
ビザ５２．６％）。韓国における非正規労働者の平均月賃金総額（２０１８年時点）は１５８
万８千ウォン（うち期間制労働者が２４３万５千ウォン）である（KOSIS）。し
たがって，韓国における契約社員１５の賃金水準に近い外国人非熟練労働者が多
いと考えられる。
また，韓国の最低賃金委員会で定められた２０１９年の月あたり最低賃金額（月

１３ 韓国雇用労働部ホームページ内の政策資料「外国人事業場変更制度」（http:／／www.
moel.go.kr／policy／policyinfo／foreigner／list２.do:jse）を参照した。

１４ １ウォンは０．１円程度である。
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２０９時間労働の基準）は１，７４５，１５０ウォンである（図表１０）ことから，最低賃金
水準で就労している外国人労働者も少なくない。雇用許可制は，主に３D業種
の中小企業を適用対象にしており，韓国人求職者の採用ができない場合にのみ
外国人労働者の採用が認められる。これは韓国人労働者が回避しがちな業種の
中小事業場に外国人非熟練労働者が導入されていることを意味する。外国人労
働者も，限られた期間に多くの収入を得て自国の家族に仕送りをするために，
長時間労働を行う傾向がある１６。したがって，雇用許可制が導入されている現

図表８ 月平均賃金水準別労働者数と割合（非専門就業ビザ）
（単位：千人）

年 合 計 １００万ウォン未満
１００万ウォン以上
２００万ウォン未満

２００万ウォン以上
３００万ウォン未満

３００万ウォン以上

２０１２
２２９．７

（１００．０％）
３．６

（１．６％）
１８３．８

（８０．０％）
４１．９

（１８．２％）
０．４

（０．２％）

２０１３
２１９．３

（１００．０％）
１．３

（０．６％）
１７０．３

（７７．７％）
４７．２

（２１．５％）
０．５

（０．２％）

２０１４
２３６．１

（１００．０％）
０．２

（０．１％）
１５９．８

（６７．７％）
７４．７

（３１．６％）
１．３

（０．６％）

２０１５
２５６．５

（１００．０％）
０．９

（０．４％）
１４０．６

（５４．８％）
１１１．０

（４３．３％）
４．０

（１．６％）

２０１６
２５７．８

（１００．０％）
０．１

（０．０％）
１３４．９

（５２．３％）
１１６．６

（４５．２％）
６．２

（２．４％）

２０１７
２５５．６

（１００．０％）
０．０

（０．０％）
１０６．７

（４１．７％）
１４１．５

（５５．４％）
７．４

（２．９％）

２０１８
２６２．０

（１００．０％）
０．０

（０．０％）
９１．２

（３４．８％）
１５３．９

（５８．７％）
１６．９

（６．５％）

２０１９
２６０．８

（１００．０％）
０．０

（０．０％）
７０．４

（２７．０％）
１６２．２

（６２．２％）
２８．２

（１０．８％）

注：括弧内の数値は，当該賃金水準労働者数の全体に占める割合。
出所：韓国統計庁KOSISより筆者が計算して作成。

１５ 韓国の統計では契約社員は期間制労働者に分類される。２０１８年の期間制労働者の
月あたり総労働時間は１７０．３時間であり正規労働者の月あたり総労働時間（１６９．７時
間）を若干上回る（KOSIS）。

１６ 韓国法務部（２０１９b：１９）によると，外国人就業者の８５．６％が週４０時間以上働い
ている。内訳をみると，「週４０時間以上５０時間未満」が５０．２％，「週５０時間以上６０時
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図表９ 月平均賃金水準別労働者数と割合（訪問就業ビザ）
（単位：千人）

年 合 計 １００万ウォン未満
１００万ウォン以上
２００万ウォン未満

２００万ウォン以上
３００万ウォン未満

３００万ウォン以上

２０１２
２０６．９

（１００．０％）
１１．４

（５．５％）
１５６．６

（７５．７％）
３５．４

（１７．１％）
３．４

（１．６％）

２０１３
１６０．２

（１００．０％）
６．４

（４．０％）
１１７．５

（７３．３％）
３３．３

（２０．８％）
３．０

（１．９％）

２０１４
１８２．１

（１００．０％）
３．２

（１．８％）
１２２．９

（６７．５％）
５１．４

（２８．２％）
４．６

（２．５％）

２０１５
１９８．４

（１００．０％）
６．２

（３．１％）
１２０．３

（６０．６％）
６７．１

（３３．８％）
４．８

（２．４％）

２０１６
１９０．０

（１００．０％）
５．８

（３．１％）
９１．４

（４８．１％）
７９．３

（４１．７％）
１３．５

（７．１％）

２０１７
１６５．４

（１００．０％）
１．８

（１．１％）
５９．６

（３６．０％）
８１．４

（４９．２％）
２２．６

（１３．７％）

２０１８
１６８．８

（１００．０％）
２．７

（１．６％）
４９．５

（２９．３％）
９２．８

（５５．０％）
２３．７

（１４．０％）

２０１９
１５６．８

（１００．０％）
５．３

（３．４％）
３８．９

（２４．８％）
８２．４

（５２．６％）
３０．３

（１９．３％）

注：括弧内の数値は，当該賃金水準労働者数の全体に占める割合。
出所：韓国統計庁KOSISより筆者が計算して作成。

図表１０ 最低賃金の推移
（単位：ウォン）

年 ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

時 給 ４，５８０ ４，８６０ ５，２１０ ５，５８０ ６，０３０ ６，４７０ ７，５３０ ８，３５０

月 給 ９５７，２２０ １，０１５，７４０ １，０８８，８９０ １，１６６，２２０ １，２６０，２７０ １，３５２，２３０ １，５７３，７７０ １，７４５，１５０

引上げ率 ６．０％ ６．１％ ７．２％ ７．１％ ８．１％ ７．３％ １６．４％ １０．９％

注：月給は月２０９時間労働基準。政府による月給基準の公示は２０１６年からであり，２０１２年から
２０１５年については筆者が計算。

出所：韓国最低賃金委員会ホームページ「最低賃金額現況」（http:／／minimumwage.go.kr／stat／
statMiniStat.jsp）から筆者が作成。

間未満」が２１．０％，「週６０時間以上」が１４．４％である。つまり，外国人就業者のう
ち労働時間が週５０時間以上の長時間労働を行なっている者が３５．４％存在することに
なる。
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在においても，低賃金長時間労働を余儀なくされる外国人非熟練労働者が少な
からず存在する。
ただし，外国人労働者も韓国人労働者と同じく最低賃金法の適用を受けてい
るため，最低賃金の引上げは外国人労働者の賃金水準の底上げ効果をもたらし
ている。最低賃金引上げ率は２０１２年から２０１７年に６％台から８％台で推移して
いたが，２０１７年５月に文在寅政権が発足してから，２０１８年の最低賃金引上げ率
は１６．４％へと大幅に上昇し，２０１９年も１０．９％と高い。図表９と図表１０によると，
２０１２年で月平均賃金が「１００万ウォン以上２００万ウォン未満」の労働者の割合は
非常に高いが（非専門就業ビザ８０．０％，訪問ビザ７５．７％），２０１９年には２割台
（非専門就業ビザ２７．０％，訪問ビザ２４．８％）まで大幅に低下している。一方，
「２００万ウォン以上３００万ウォン未満」の割合は２０１２年が１割台（非専門就業ビ
ザ１８．２％，訪問ビザ１７．１％）であったのに対し，２０１９年には過半数の割合（非
専門就業ビザ６２．２％，訪問就業ビザ５２．６％）にまで上昇している。「３００万ウォ
ン以上」の割合については，２０１２年は極めて低かったが（非専門就業ビザ０．２％，
訪問就業ビザ１．６％），２０１９年には１割台に達している（非専門就業ビザ１０．８％，
訪問就業ビザ１９．３％）。正規労働者の平均月賃金総額（２０１８年時点）は３５１万ウォ
ンであることから（韓国統計庁KOSIS），韓国の正規労働者の賃金水準に近い
外国人労働者数も序々に増加していることがわかる。
Ⅳ―１―Ｂ．社会保険適用率
雇用許可制の導入後も外国人労働者に対する社会保険適用率は低い（図表１１）。
第一に，非専門就業ビザ，訪問ビザともに雇用保険への加入率がとても低い
（非専門就業ビザ３０．４％，訪問就業ビザ１７．３％）。これについては韓国人労働
者と比較するとより明確である。韓国雇用労働部（２０１９：２９）の統計によると，
雇用保険の加入率（２０１８年）は正規労働者が９４．６％，非正規労働者が７０．８％（う

図表１１ 雇用保険と労働災害保険の加入状況（２０１９年）

雇 用 保 険 労働災害保険

加入 未加入 不明 加入 未加入 不明

非専門就業ビザ
訪問就業ビザ

３０．４％
１７．３％

５９．８％
７３．４％

９．８％
９．４％

９１．０％
４４．９％

６．４％
４８．９％

２．７％
６．３％

出所：韓国統計庁KOSISより筆者が作成。
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ち期間制労働者が８４．４％）であることから，雇用許可制に基づく外国人非熟練
労働者の雇用保険加入率が韓国人労働者の加入率を大幅に下回っている。その
原因としては，①雇用許可制の適用対象が中小企業であり，中小企業における
非正規労働者への雇用保険適用率が低いこと，②雇用許可制では正当な事由が
ある場合を除き転職を認めていないこと，の二点が考えられる。
第二に，労働災害保険の加入率については，非専門就業ビザの労働者が

９１．０％に達しているのに対し，訪問ビザの労働者は４４．９％にすぎない。韓国雇
用労働部（２０１９b：２９）の統計によると，労働災害保険加入率は正規労働者が
９７．５％，非正規労働者が９６．７％（うち期間制労働者が９７．９％）であり極めて高
い水準に達している。労働災害に関する法律である「産業災害保障保険法」第
６条では，大統領令で定める事業（農業・伐木業を除く林業・漁業・狩猟業で
常時労働者数が５人未満の非法人事業体）を除き，全ての事業場を労働災害保
険の適用対象としている。雇用許可制に基づく外国人労働者の労働災害保険加
入率が低いのは，農業・漁業などの零細事業体に労働災害保険の適用義務がな
いことが一因であるが，労働災害保険の加入申請を怠っている中小事業体が多
いことも大きな要因として考えられる。

Ⅳ―２．労働力の定着化
外国人労働者の就業期間は３年であるが，使用者が申請すれば，上限１年１０
ヶ月の延長期間が与えられ，さらに３ヶ月以上出国することで再就労できる。
すなわち３ヶ月以上の出国を事実上の「クーリングオフ」として活用すること
で「原則３年＋延長１年１０ヵ月（合計４年１０ヵ月）」を２回繰り返せるので，
最長９年８ヶ月（４年１０ヵ月を２回繰り返す）の就労が可能である。就労期間
の実質的な長期化は「短期循環の原則」を形骸化させる要素を含んでいる。し
かし，慢性的労働力不足を抱える中小企業にとっては有益な点がある。それは
低賃金長時間労働を行う外国人労働者を事業場に長期間定着化させられること
である。
雇用許可制に基づく外国人労働者は，韓国人の非正規労働者とは有期雇用で
ある点では共通していても，長期定着化させるための仕組みについては相違が
見られる。韓国では，非正規職保護法によって雇用期間が２年を超えた非正規
労働者に対して無期契約への転換義務が発生し，無期契約に転換された労働者
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は安定雇用が確保される。他方，雇用許可制によって採用された外国人労働者
に対しては無期契約転換制度が適用されない。労働力不足に悩む中小企業の使
用者側の立場から見ると，韓国人非正規労働者に対しては雇用期間２年で「無
期転換」と「雇止め」の二者択一が求められる，雇用許可制で採用した外国人
労働者については無期転換の負担を抱えないまま低コストで定着化を図ること
ができる。
雇用許可制が導入される前は，外国人の不法滞在の問題が深刻であった。劣
悪な労働条件に耐えられず研修先の企業を脱出し，不法就労者になるケースが
数多く見られた。２００３年に「外国人雇用法」が制定された後，同年９月から１１
月にかけて，国内滞在期間４年未満（２００３年３月３１日基準）の不法滞在外国人
２２万７千人に対して合法化措置がとられ，うち１８万４千人が就業許可証または
ビザ発給認定証が発給された１７。この法的措置を通じて不法就労者を大幅に削
減することができたのである。この点において雇用許可制の導入は外国人不法
就労者問題の改善効果をもたらした。
図表１２は，韓国法務部の統計を用いて２０１２年から２０１８年の年度別不法滞在者

１７ 韓国雇用労働部EPSホームページ（https:／／www.eps.go.kr）の「雇用許可制の意
義と沿革」を参照。

図表１２ 不法滞在者数と割合

年 ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８

在留
外国人
合計

全体
不法滞在
割合

１，４４５，１０３
１７７，８５４
（１２．３％）

１，５７６，０３４
１８３，１０６
（１１．６％）

１，７９７，６１８
２０８，７７８
（１１．６％）

１，８９９，５１９
２１４，１６８
（１１．３％）

２，０４９，４４１
２０８，９７１
（１０．２％）

２，１８０，４９８
２５１，０４１
（１１．５％）

２，３６７，６０７
３５５，１２６
（１５．０％）

非専門
就業
ビザ

全体
不法滞在
割合

２３０，２３７
５３，９６０

（２３．４％）

２４６，６９５
５５，０５８

（２２．３％）

２７０，５６９
５２，７６０

（１９．５％）

２７６，０４２
４９，２７２

（１７．８％）

２７９，１８７
４５，５６７

（１６．３％）

２７９，１２７
４６，６１８

（１６．７％）

２８０，３１２
４７，３７３

（１６．９％）

訪問
就業
ビザ

全体
不法滞在
割合

２３８，７６５
５，４２５

（２．３％）

２４０，１７８
６，２６３

（２．６％）

２８２，６７０
６，７７３

（２．４％）

２８５，３４２
５，０９０

（１．８％）

２５４，９５０
２，３１５

（０．９％）

２３８，８８０
２，４１５

（１．０％）

２５０，３８１
２，３２０

（０．９％）

注：括弧内の数値は不法滞在率（全体に占める不法滞在者の割合）。
出所：韓国法務部（２０１３；２０１４；２０１５；２０１６；２０１７；２０１８；２０１９a）
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数と不法滞在率についてまとめたものである。第一に，全体の不法滞在外国人
数は，２０１２年（１７７，８５４人）から２０１８年（３５５，１２６人）にかけて倍増している。
全体の滞在外国人における不法滞在率は２０１２年（１２．３％）から２０１６年（１０．２％）
にかけて低下しているが，２０１７年（１１．５％）から上昇し始め，２０１８年には１５．０％
になっている。第二に，非専門就業ビザの不法滞在者数は，２０１２年（５３，９６０人）
から２０１６年（４５，５６７人）にかけて減少しているが，２０１７年（４６，６１８人）から上
昇して２０１８年には４７，３７３人になっている。非専門就業ビザの不法滞在率は２０１２
年（２３．４％）から２０１６年（１６．３％）までは低下しているが，２０１７年（１６．７％）
と２０１８年（１６．９％）は少しずつ上昇している。非専門就業ビザの不法滞在率は
滞在外国人全体の不法滞在率より高いが，不法滞在率の差は縮小される傾向に
ある。第三に，訪問就業ビザの不法滞在者数は２０１２年（５，４２５人）から２０１４年
（６，７７３人）に増加しているが，２０１５年（５，０９０人）に減少し，その後３年間は
２千人台まで急減している。訪問就業ビザの不法滞在率は非専門就業ビザに比
べて極めて低い。２０１２年は２．３％であったのに対し，２０１８年には０．９％にまで低
下している。
しかし，政府の統計では把握されていない不法就労者が建設業界に多数存在
している。建設経済研究所（２０１８：１２１）の試算結果によると，建設業の外国
人労働者（３２２，３４０人）のうち不法就労者は２６０，０７０人で全体の８０．７％に及ぶ。
建設業で不法就労が蔓延している原因のうち雇用許可制に関わる事項としては，
①雇用許可制は常用職として外国人労働者を雇用させる制度であるのに対し，
建設現場では日雇い労働者の採用が中心になっていること，②雇用許可制では
外国人労働者の建設現場の移動を工事現場の終了時や工程期間の満了時に制限
していること，③雇用許可制による外国人労働者の割当量が建設業界における
労働需要に比べてはるかに少ないことなどが挙げられる（韓国移民学会
２０１８：８８，９０）。
また，建設業では多重型の下請け構造になっており，業者間の受注競争の深
化に伴う受注価格の低下によって人件費が不足して賃金削減が行われ，さらに
は外国人不法就労者の増加をもたらしている（シムギュボム ２０１９：１２）。建
設経済研究所（２０１８：７３）が２０１８年に建設業界の事業主と労働者を対象に実施
した設問調査によると，建設業非熟練労働者の平均日当は以下のとおりである。
まず事業主の回答では韓国人が１６３，８２３ウォン，朝鮮族が１５４，３７５ウォン，その
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他の外国人が１４９，２１９ウォンである。他方，労働者の回答では韓国人が１２５，６９７
ウォン，朝鮮族が１２５，００４ウォン，その他の外国人が１１５，１９６ウォンである。上
記の結果から①外国人労働者（特に朝鮮族以外の外国人）の賃金が低いこと，
②韓国人，朝鮮族，その他の外国人の全てにおいて労働者の回答による賃金水
準が事業主の回答による賃金水準を大幅に下回ることがわかる。特に②につい
ては工事で策定された労務費から賃金搾取が行われている可能性が高い（建設
経済研究所 ２０１８：７３）。

Ⅴ．結びにかえて

韓国の雇用許可制は，外国人労働者をめぐる問題改善に広範な社会的効果を
もたらした。第一に，雇用許可制では外国人の雇用プロセスにおいて政府と公
的機関が全面的に関与しているため，不法就労者増加が抑制されるように作用
している。第二に，雇用許可制の対象業種は慢性的な労働力不足状態であり，
雇用手続においては労働市場テストも行われるため，韓国人労働者の雇用減少
につながらないようなかたちで中小事業体の人手不足に対応が行われている。
第三に，雇用許可制に基づいて就業した外国人は「労働者」としての法的地位
が与えられ，労働関係法の適用対象となるため，産業研修制で見られた不当な
処遇や悪質な人権侵害を抑制させる効果をもたらしている。また，外国人労働
者は韓国人労働者と同等の最低賃金が適用されるので，最低賃金の引上げは外
国人労働者の賃金水準を底上げする効果をもたらしている。
他方，韓国の雇用許可制は問題点も存在している。第一に，雇用許可制を通
じて外国人労働力が導入されるのは３D業種などの中小事業体である。そもそ
も労働市場テストを通じて外国人労働者が採用されるのは，韓国人労働者が忌
避するような厳しい労働条件の事業体である。したがって，多くの外国人非熟
練労働者は低賃金長時間労働を余儀なくされている。第二に，雇用許可制に基
づく外国人就労は「非正規雇用」である。そのため，雇用形態による格差も外
国人労働者の労働条件に影響を与えている。外国人労働者の賃金水準は韓国人
期間制労働者の賃金水準に近い。外国人労働者の雇用保険・労働災害保険の適
用率は韓国人非正規労働者の適用率を大幅に下回る水準である。第三に，雇用
許可制が導入されてからも建設業では外国人労働者の不法就労問題が根強く存
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在している。建設業特有の産業構造や雇用慣行等が原因で雇用許可制に基づく
採用システムがうまく機能せず，数多くの不法就労者が現場に導入されること
で建設労働者全体の労働条件の悪化をもたらしている。
韓国社会における外国人労働者問題を改善するためには，雇用許可制のみな
らず労働関係法を視野に入れながら検討が進められるべきであろう。第一に，
労働関係法の「死角地帯」を狭めなければならない。具体的には，雇用許可制
の適用対象となっている農畜産業・漁業は「勤労基準法」の労働時間上限規定
の対象外になっているため，これらの産業にも労働時間上限規定を適用して法
定労働時間の遵守を促すとともに，時間外労働の割増賃金支給を義務づけるこ
とが望まれる。
第二に，外国人労働者にも雇用保険や労働災害保険が適用されるような施策
が必要である。雇用許可制は使用者側の不当な処遇や休廃業など正当な事由が
ある場合に限り外国人労働者の転職を認めており，新たな就業先が見つかるま
で失業給付金が受け取れるように雇用保険を適用することで不法就労者の増加
を抑制する効果も期待できるであろう。また，労働災害保険の加入率の低さは
「労災隠しの温床」を示唆する。労働災害保険は，原則的に労働者を一人でも
雇用する事業場に加入義務があるが，未加入でも一人当たり３００万ウォン以下
の過怠料が課される（雇用産災保険料徴収法 別表２）にすぎない。したがっ
て，労働災害保険未加入の事業体や「労災隠し」を行った事業体には外国人の
雇用許可申請を認めないなどの措置が望まれる。
第三に，建設業界における不法就労に対する監督強化と労働関係制度の整備
である。建設業界は多段階型の下請構造になっており，外国人の不法就労に対
する処罰が下請業者のみを対象にしている点に問題がある。この問題に対処す
るため，処罰の対象を発注業者にも拡大し，下請業者に対する発注業者の監督
義務を強化すべきである。また，建設工事における中間搾取を防止し適正な賃
金水準を保証する制度の整備と実施が必要である。国・地方自治体などが賃金
と社会保険費を考慮して適正労務単価を設定するとともに，適正労務単価に基
づく労働者への賃金支給・社会保険加入や雇用許可制に基づく外国人労働者の
採用を怠った業者に対する罰則強化が望まれる１８。
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韓国統計庁（各年度）「外国人雇用調査」
〈インターネット政府資料〉
韓国雇用労働部（www.moel.go.kr），２０２０年２月２７日アクセス．
韓国雇用労働部EPS（www.eps.go.kr），２０２０年２月２７日アクセス．
韓国最低賃金委員会（http:／／www.minimumwage.go.kr／），２０２０年２月２８日アクセス．
韓国統計庁KOSIS（www.kosis.kr），２０２０年３月９日アクセス．

７３韓国における外国人非熟練労働者と雇用許可制
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